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宅造許可に関する標準的な手続きについては、次のフローのとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 宅地造成工事許可の手続き          

造　成　主

宅地造成工事に関する相談
（土地利用調整課）

建築確認申請

建築確認〔確認済証〕

宅　造　許　可
（土地利用調整課）

（建築着工）

他法令の
許認可

宅造許可不要
 

宅造許可必要

宅　造　許　可　申　請
（土地利用調整課）

調整池協議
（河川管理者）

公安委員会協議、調整

必要に応じて
 

必要に応じて

事前の手続き

計画上の配慮
事前協議

地区計画等の協議
宅地開発予定標識の設置
宅地開発の計画の周知

説明会等の報告

43条建築許可
（市街化調整区域）

災害防止条例届出

他法令の許認可

他法令に基づく
関係課事前協議

関係各課との協議、同意

開発計画に反映

宅地造成工事完了
検査済証

29条開発許可
別途開発許可必要

※開発許可を受けれ
ば宅造許可は不要
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６－１ 事前の手続き（許可申請前の手続き）                
                                         

 事前相談の結果、許可が必要となった場合は、宅地造成等規制法第８条の規定に基づく

宅地造成に関する工事の許可の申請を行う前に、次の事項を基に開発計画を作成するとと

もに、宅地開発条例に基づき周辺住民への事前調整を実施してください。 

 なお、次の事項の内容については、宅地造成等規制法第１１条に規定する国、県又は市

が行う宅地造成に関する工事の協議においても必要に応じて適用するものです。 

 

 

６－１－１ 計画上の配慮事項 

 

【宅地開発条例の規定】（宅地開発条例第 3条） 

  宅地造成許可（変更許可含む。）を受けようとする者は、宅地開発を計画するにあたり、

自然環境の保全及び周辺の生活環境に配慮を行うよう努めなければなりません。 

また、造成区域の周辺における井戸の枯渇、水位の低下等の地下水への障害が生じな

いように努めなければなりません。 

 

 

 

 

 

６－１－２ 事前協議 

 

【宅地開発条例の規定】（宅地開発条例第 4条） 

  開発予定者は、宅地開発を行おうとする場合は、円滑かつ確実な宅地開発を進めるた

め、あらかじめ必要な事項について関係者との調整を行うとともに、公共施設等の用に

供する土地等の配置、整備、管理等について市長と協議しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

６－１－３ 地区計画等に関する協議 

 

【宅地開発条例の規定】（宅地開発条例第 5条） 

  開発予定者は、建築物の建築を目的とする宅地開発で、その面積が１ha以上（ただし、

風致地区内においては、0.3ha 以上）の宅地開発を行なう場合は、地区計画等について、

市長と協議しなければなりません。 

 

 

 

 

 

６－１－４ 宅地開発予定標識の設置 

 

【宅地開発条例の規定】（宅地開発条例第 6条、同規則第 4条） 

  開発予定者は、工事の許可の申請を行う日の 14日前までに、当該宅地開発の計画を記

【解説】 

  工事の許可の申請を行う前に、宅地開発区域の位置、規模、土地利用目的等について、

関係機関と調整を行うとともに、排水施設等を適正な基準により整備すること、管理方法、

帰属等について、市長（本市関係課）と協議を行ってください。 

 計画上の配慮事項については、｢第１章 第７節 開発許可の手続きの７－１－１

計画上の配慮事項｣に明記してあります。 

 地区計画等に関する協議については、｢第１章 第７節 開発許可の手続きの７－

１－３地区計画等に関する協議｣に明記してあります。 
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載した宅地開発予定標識を開発区域内の公衆の見やすい場所に設置しなければなりませ

ん。（宅地開発条例第 6条第 1項） 

  この標識の設置期間は、設置した日から工事に着手する日までとなります。（同第 2項） 

 

 

 

 

 

 

６－１－５ 宅地開発の計画の周知 

 

【宅地開発条例の規定】（宅地開発条例第 7条） 

 １．隣接住民への説明 

   開発予定者は、宅地開発予定標識を設置した日から、工事の許可の申請を行うまで

の間に、説明会その他の方法（以下「説明会等」という。）により、当該宅地開発の計

画の内容について、隣接住民に周知させなければなりません。（宅地開発条例第 7条第

1 項） 

 ２．近隣住民への説明 

   開発予定者又は開発許可を受けた者（以下「開発者」という。）は、宅地開発予定標

識設置後、近隣住民から申出があったときは、説明会等により、当該宅地開発の計画

の内容について、申出を行った近隣住民に説明しなければなりません。（宅地開発条例

第 7条第 2項） 

 

 

 

 

 

 

６－１－６ 説明会等の報告 

 

【宅地開発条例の規定】（宅地開発条例第 8条） 

 １．当初の報告 

   開発予定者は、隣接住民に行った説明会等の内容について、必要な内容を記載した

報告書を工事の許可の申請と同時に市長に提出しなければなりません。 

   なお、市長は必要があると認めるときは、近隣住民に行った説明会等の内容及び申

出に対する対応について、報告を求めることができます。 

 

  「宅地開発計画内容周知実施報告書」は、様式集Ｐ－２９９、３００のとおりです。 

    ※宅地造成に関する工事の許可の申請書に添付して提出すること。 

 

 ２．変更時の報告 

開発予定者又は開発者は、上記報告書の提出を行った後に、宅地開発の計画の内容

に変更が生じた場合は、説明会等により、当該変更の内容について隣接住民に再度説

明しなければなりません。（宅地開発規則第 6条第 2 項） 

    なお、再度説明会等を行った場合は、報告書に当該説明会等で使用した資料を添え

て、市長に提出してください。（宅地開発規則第 6条第 3項） 

 

  変更時の報告書の様式は、上記「宅地開発計画内容周知実施報告書」と同一です。 

 

 宅地開発の計画の周知の考え方については、｢第１章 第７節 開発許可の手続き

の７－１－５ 宅地開発の計画の周知｣に明記してあります。 

 宅地開発予定標識の設置については、｢第１章 第７節 開発許可の手続きの７－

１－４宅地開発予定標識の設置｣に明記してあります。 
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６－１－７ 宅地開発に係る紛争解決の努力 

 

【宅地開発条例の規定】（宅地開発条例第 9条） 

  開発予定者又は開発者と住民とは、宅地開発に係る紛争が生じたときは、相互の立場

を尊重し、互譲の精神をもって自主的に解決するように努めなければなりません。 

【運用基準】 

  住民との間に紛争が生じた場合は、住民に対する対応について、市に報告することと

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日
前
ま
で

近隣住民からの
説 明 の 申 出

同時に提出

互譲の精神 互譲の精神 住民への
対応につ
いて報告自主的な紛争解決への努力 報告内容に対して

指導及び助言を行
うことができる

事前説明等の手続きの流れ（第6条から第9条関係）

都計法32条協議申出
宅造許可申請

都計法32条協議受付
宅造許可申請受付

報告書の受理

報告書の作成

14
隣接住民への個別説明又は住民説明会等

（計画変更の場合は、再度、説明を行う）

住　　　民
(隣接住民･近隣住民)

鹿児島市開発予定者・開発者

必要に応じて、報
告を求めることが
できる

宅地開発予定標識に
よる住民への周知

宅地開発予定標識の設置
(工事着手日まで)

必要に応じて報告
を求めることがで
きる

紛争発生

申出があった時に
は、個別説明又は
住民説明会等

求められた時には、
説明内容を報告

計画変更の場合は、修正
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６－２ 宅地造成に関する工事の許可申請の手続き              
                                         

６－２－１ 防災調整池設置に関する事前協議 

 

【運用基準】 

  宅地造成面積が 0.5ha 以上(稲荷川、甲突川、新川、脇田川、永田川、和田川、木之下

川に流下する河川以外の流域に当たっては、3ha 以上)の場合は、宅地造成に伴う雨水流

出を抑制し、災害を未然に防止するために調整池の設置が必要となり、調整池の設置に

あたっては、工事の許可申請を行う前に、下流の河川等の管理者と協議し、同意を得る

必要があります。 

  協議にあたっては、開発区域が鹿児島県が管理する二級河川の流域である場合は鹿児

島県土木部河川課へ、それ以外の河川等の流域である場合は土地利用調整課へそれぞれ

が必要とする図書（書類及び図面）を作成して、提出してください。 

   

 

 

 

 

 

６－２－２ 公安委員会との調整 

 

【運用基準】 
  本市においては、新たに交差点を設置しようとする場合等で、市長が必要と認める場

合は、工事の許可申請を行う前に、鹿児島県公安委員会との協議が必要になります。 

協議にあたっては、市長が必要とする図書（書類及び図面）を作成し、土地利用調整

課に提出してください。※ 必要とする図書については、土地利用調整課及び道路管理者と

協議のうえ作成するものとします。 

 

６－２－３ 許可の申請 

 

  宅地造成に関する工事の許可を受けようとする者は、法に定めた事項を記載した許可

申請書に必要な書類、図面を添付し、市長に提出してください。（省令第 4条） 

  なお、次の事項の内容については、宅地造成等規制法第１１条に規定する国、県又は

市が行う宅地造成に関する工事の協議においても準用してください。 

 

６－２－４ 許可申請図書 

 

  許可の申請に当たっては、次の表に示す書類及び図面を市長に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

 ① 申請書は、正本１部、副本１部とします。 

ただし、正本には、定められた様式（登記事項証明書、字絵図、同意書）については原

本を添付し、副本にはその写しを添付することとします。 

 ② 図面は、縦 26cm、横 17cmのサイズに折りたたみ、図面袋に入れて書類の後ろに付けてく

ださい。（図面袋に図面名称一覧を付けてください。） 

 ③ 申請書類には、項目毎に見出し（インデックス）を付けてください。 

④ 全ての図面の右下に、設計者の記名を行ってください。 

⑤ 擁壁の構造計算書や地盤改良計算書等の計算書には、表紙に設計者（作成者）の記名を

行ってください。なお、設計者と作成者が異なる場合は連名とし、設計者は必ず照査を行

ってください。 

【解説】 
① 必要とする図書については、鹿児島県土木部河川課又は土地利用調整課と協議のうえ

作成してください。  

 ② 調整池の設置については、鹿児島県土木部河川課発行の｢大規模開発に伴う調整池設置

基準(案)｣を遵守してください。 
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【書類関係】

順番 書類名 様式根拠 特記事項
様式集
ページ

２ 委任状
規則外
参考様式

①委任する者及び委任される者合意のもとに住所及び氏名を記
名してください。
②変更許可申請の際、申請面積等に変更が生じた場合は、新た
に提出してください。

386

368１
宅地造成に関する
工事の許可申請書

省令第4条
様式第二

①「申請者，1，3」欄の申請者、造成主及び工事施行者が法人
である場合には、氏名はその法人の名称及び代表者の氏名を記
入してください。また、「2 設計者住所氏名」欄の設計者が法
人に所属する場合には、住所、氏名はその法人の住所、名称も
記入してください。
②「1 造成主住所氏名」欄は、土地所有者、宅地造成に関する
工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工
事をする者を記入してください。
③「3 工事施行者住所氏名」欄の工事施行者が未定の場合は、
「未定」と記入し、工事着手前までに決定し、別添の「宅地造
成工事着手届（様式第４）」に記入して届け出てください。
④「4 宅地の所在及び地番」欄は、土地の登記事項証明書に記
載された所在・地番を記入してください。なお、造成区域が二
筆以上にわたる場合は、当該地番全てを記入してください。(余
白が足りない場合は、別紙に記入してください。)
⑤「5，6のイ，6のロ及び6のハ」欄の数値は、小数点以下第3位
を四捨五入して、小数点以下第2位まで記入してください。
⑥「5 宅地の面積」欄は、「4」欄の土地の総面積を記入してく
ださい。
⑦「6のイ」欄は、実際に切土又は盛土をする部分の面積を記入
してください。
⑧「6のハ」欄は、設置する擁壁全てを記入してください。同一
の擁壁が複数箇所にある場合は、まとめて記入してください。
「番号」欄には、造成計画平面図と照合できる番号を記入して
ください。
「構造」欄には、擁壁の構造タイプを記入してください。
「高さ」欄には、擁壁前面の地表面から擁壁天端までの垂直距
離（見え高）を記入し、高さが順次変化する場合は、最小高さ
～最大高さの範囲で記入してください。
「延長」欄には、擁壁の施行延長を記入してください。
⑨「6のニ」欄は、設置する排水施設全てを記入してください。
同一の排水施設が複数箇所にある場合は、まとめて記入してく
ださい。
「番号」欄には、排水計画平面図と照合できる番号を記入して
ください。
「種類」欄には、排水施設の種類を記入してください。
「内法寸法」欄は、工場製品の場合は呼び名を記入してくださ
い。
「延長」欄には、排水施設の施行延長又は設置個数を記入して
ください。
⑩「6のホ」欄は、擁壁で覆わないときの法面保護方法を記入し
てください。（例　張り芝、モルタル吹き付け等）
⑪「6のヘ」欄は、必要に応じた災害防止措置を記入してくださ
い。（例　仮沈砂池、仮排水路等）
⑫「6のチ」欄には、「許可の日の翌日」又は許可日より
相当期間をおいた予定日を記入してください。
（例　「許可の日より10日以内｣）
⑬「7 その他必要な事項」欄には、他の法令等に基づく
許可等が必要な場合に、その手続き状況を記入してください。
（例　林地開発許可申請中）
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順番 書類名 様式根拠 特記事項
様式集
ページ

１４
地盤調査等に関す
る確約書

規則外
参考様式

①擁壁の基礎地盤の支持力確認を擁壁工事に着手する前までに
行う場合に添付してください。
②「私は」の後には、造成主の住所氏名を記入してください。
③造成主、設計者及び工事施行者(未定の場合は、着手届提出時
に再度提出する。)は、住所及び氏名を記名してください。

389

１５ 官民境界確定書
区域が公共施設等(道路及び里道等)に接する場合は、境界確定
調書の写しを添付してください。

１６
宅地開発計画内容
周知実施報告書

宅地開発
条例規則
様式第2

①宅地開発計画内容周知実施報告書に説明会等で使用した資料
を添えて提出してください。
②宅地開発の計画を記載した宅地開発予定標識を区域内の見や
すい場所に設置し、遠景及び近景の写真を提出してください。

299,300
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別表　申請図書の凡例一覧表

　・ ○ ○ ○ ○

　・ ● ● ● ●

TBM  H = 10.00

　 ・ 　・ φ

　・

・ ・

・
　・

○ ○

・

○

●

・

× × × ×

・ ・ ・

● ● ● ●

名称 記号 名称 記号

○ ○ ○ ○

緩 衝 帯

車 止 め

樹 木

ガ ー ド フ ェ ン ス

落 石 防 護 柵

階 段

ガ ー ド レ ー ル

制 水 弁

消 防 水 利 施 設

Ｒ Ｃ 擁 壁

給 水 管

間知ブロック積擁壁

重 力 式 擁 壁

河 川

法 面

雨 水 角 形 人 孔

汚 水 角 形 人 孔

名称 記号

桝 類

雨 水 円 形 人 孔

汚 水 円 形 人 孔

消火栓
防火水槽は実在
　　　の形にする

・

・ ・ ・ ・

開 発 区 域 境 界 線

工 区 境 界

街 区 番 号

宅 地 番 号

Ｂ Ｍ

位 置

公 共 公 益 用 地

造 成 計 画 高

高 さ

道路番号及び幅員

勾 配 延 長

変 化 点

管 番 号

管 径

勾 配

流 水 方 向

馬 蹄 形

Ｕ形側溝及び寸法

グレーチング側溝

暗
渠

開
渠

管 延 長

円 形

Ｌ形側溝及び寸法

Ｌu形側溝及び寸法

矩 形

卵 形

雨 水 管 渠

汚 水 管 渠

合 流 管 渠

既 設 管 渠

横 断 暗 渠

そ の 他 開 渠

第１工区

第２工区

FH-

1-1

㎡

街区番号

計画高

敷地面積

FH-

共住

㎡

予定建築物の用途

計画高

敷地面積

FH-

公園

㎡

公共公益施設の名称

計画高

敷地面積

3

6.5

道路番号

幅員

i=3.0%
L=30.00

雨水

汚水

i=
L=

i=
L=

種　別

内　　径

巾×高さ

巾×高さ

呼び名

U-○○

L-○○

Lu-○○

巾×高さ

巾×高さ

H-2.5

F F

可動式又は固定式
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６－２－５ 許可申請書の受付 

 

  許可申請図書の内容に不備がない場合には、許可申請書の受付を行います。 

  受付の際は、規模に応じた手数料の納入が必要となります。(ただし、法第１１条に規

定する国、県又は市が行う宅地造成に関する工事の協議は除く。) 

なお、手数料納入は、市（土地利用調整課）に直接現金で支払うこととなります。 

手数料納入に際しては、「現金領収証書」をお渡しします。 

  手数料の金額等については、事前に土地利用調整課にご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 手数料については、第３章「その他」第３節「手数料」（Ｐ２６７）に掲載しています。 

 

６－２－６ 事前協議 

 

【宅地開発条例の規定】（宅地開発条例第 4条） 

  開発予定者は、宅地開発を行おうとする場合は、円滑かつ確実な宅地開発を進めるた

め、あらかじめ必要な事項について関係者との調整を行うとともに、公共施設等の用に

供する土地等の配置、整備、管理等について市長と協議しなければなりません。（宅地開

発条例第４条） 

 

【運用基準】 

  本市においては、円滑かつ確実な宅地開発を進めるため、許可申請書を受け付けた後

に、必要な事項について関係部署と協議し、同意を得ることとしております。 

 

  １．許可申請書受付後、土地利用調整課が窓口となり、関係各課に対して協議図書を

添えて協議依頼を行います。（協議依頼文書は土地利用調整課から関係各課へ送付し、

協議に必要となる図書については、申請者が直接関係各課へ持って行くことになり

ます。協議を行う課については土地利用調整課から申請者へ通知します。） 

  ２．関係各課からの指摘事項について申請者は関係各課と協議することになります。 

  ３．申請者と関係各課との協議書が整うことにより協議が成立したことになります。 

  ４．関係各課との協議の流れは次のとおりとなります。 

 
※ 必要とする図書については、許可申請書受付後に土地利用調整課よりお伝えします。 

 

 

 

（173）宅地造成工事許可申請手数料

    500㎡以内のもの 12,000円

    500㎡を超え　  1,000㎡以内のもの 21,000円

  1,000㎡を超え　  2,000㎡以内のもの 31,000円

  2,000㎡を超え　  5,000㎡以内のもの 47,000円

  5,000㎡を超え　 10,000㎡以内のもの 67,000円

 10,000㎡を超え　 20,000㎡以内のもの 110,000円

 20,000㎡を超え 　40,000㎡以内のもの 170,000円

 40,000㎡を超え   70,000㎡以内のもの 250,000円

 70,000㎡を超え　100,000㎡以内のもの 340,000円

100,000㎡を超えるもの 420,000円

手数料の金額
（１件につき）

切土又は盛土をする土地の面積
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○ 事前協議の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６－２－７ 宅地造成許可申請書の取下げ 

 

  諸般の事情により、宅地造成許可申請を行っている宅地造成工事について、許可前に

取り止める必要が生じた場合は、「宅地造成に関する工事の許可申請書の取下書」を提出

するようにしてください。 

※平成20年1月1日から関係各課との事前協議方法を一部変更しました。（土調運用第19‐3号）

協議回答書
の受理

協議成立
協議書に押印

宅造許可 許可通知書の受理

指摘事項の受理 指摘事項の作成

指摘事項の検討
協議結果記入

申請者欄に記名

造成主と関係各課
との協議

宅地造成工事許可申請書
の受付

事前協議依頼書
の受理

関係各課協議用の
図書作成（複数部数）

協議用図書
の受理

土地利用調整課 造成主
関係各課

（協議担当課）

宅地造成工事許可
申請書の作成

協議依頼

内容審査の上
受付

計画内容の確認

協議書３部作成
関係各課に持参し、
協議を行う

協議結果回答（協議書2部返送）
・1部は関係各課で保管
・2部は土地利用調整課へ返送

・１部は造成主へ渡す
・１部は許可申請書の

正本に添付し、土地
利用調整課で保管

・副本に協議書原本を添付
（原本は造成主で保管）

協議書は3部作成

通知
内容説明

連絡、説明
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  この際、申請図書及び手数料の返還はいたしません。 

  なお、この取下げにより、既に終了している関係機関との協議は無効とします。 

 

  「宅地造成に関する工事の許可申請書の取下書」の様式は、様式集Ｐ－３９４のとお

りです。 

 

６－２－８ 許可の通知 

 

 １．許可通知書の受領 

   申請された宅地造成に関する工事が許可になった場合は、許可通知書を直接、申請

者（受任者）にお渡しします。 

   その際、宅造許可申請時に提出された副本の図面に「審査済印」を押して、宅造許

可通知書と一緒にお渡しします。 

   許可通知書の受領時には、受領者の記名が必要となります。 

 

 ２．建築確認申請について 

    建築物の建築を伴う場合は、許可の通知がなされた後に、建築確認申請を行ってく

ださい。 

   ただし、建築確認済証が交付されても、建築工事の着工は、宅地造成に関する工事

の完了検査済証の交付後又は後述する｢工事の検査済交付前の建築工事着工｣の承認を

受けた後でなければできません。 

 

 

６－３ 許可後の手続き                          
                                         

 許可がなされた以降については、次のとおりの手続きが必要となります。 

 

６－３－１ 宅地開発許可標識の設置 

 

【宅地開発条例の規定】（宅地開発条例第 10条、同規則第 7条） 

  開発者は、宅地開発の工事に着手した日から完了する日までの間、当該宅地開発区域

内の公衆の見やすい場所に当該宅地開発許可の概要を記載した宅地開発許可標識を設置

しなければなりません。 

    

 「宅地開発許可標識」の様式は、様式集Ｐ－３０１のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【運用基準】 

  当該宅地開発について、変更許可を受けた場合や変更届出を行った場合、また、地位 

 

【解説】 

  通常は、宅地開発予定標識を宅地開発許可標識に建替えることとしますが、工事の施工

上、支障となる場合は、設置位置の変更を認めます。その際においても、公衆の見やすい

位置（開発区域が接する道路沿い）に設置してください。 

 

 ○「公衆の見やすい場所」とは 

   公衆の見やすい場所については、一般的には、宅地開発地周辺の住民が通行する道路

沿いの場所や他の建物等で見えなくなるおそれのない場所となります。 
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順番 書類名 様式根拠 特記事項
様式集
ページ

１ 工事着手届
市規則第6条
様式第5

工事監理者と工事施行者（主任技術者）は同一人としな
いこと。

375

２
宅地開発許可標識の
設置状況写真

設置位置が判別できるように、周囲の風景の入った遠景
写真と標識に記入されている内容が判別できる近景写真
を添付する。

３ 工事工程表 各工種毎に工事期間を明記する。

４ 緊急時連絡体制表
造成主、工事施行者、設計者、委任を受けた者の緊急時
連絡先を明記する。

５
防災計画書
(1ha以上)

１ha以上の宅地造成については、防災計画を作成し、提
出すること。
それ未満の規模の宅地造成においても、作成し、常に携
帯しておくこと。

図書名 　宅地造成工事着手届

提出部数 　正本１部

承継を行った場合等、許可標識の記載内容に変更が生じた時は、速やかに標識の内容を

修正し、修正した状況が判別できる写真を市長に提出してください。 

 

６－３－２ 工事着手の届出 

 

【市規則の規定】(市規則第 6条) 

  許可を受けた者は、工事に着手しようとするときは、速やかに、「宅地造成工事着手届」

に、工程計画表を添えて市長に提出しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【提出書類】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６－３－３ 緊急時の対応 

 

【宅地開発条例の規定】（宅地開発条例第 11条） 

  開発者は、宅地開発の工事の施工に伴い、災害が発生し、又は他に危険を及ぼすおそ

れが生じたときは、直ちに必要な応急措置を講じなければなりません。 

 

また、開発者は、前述の応急措置を講じたときは、直ちにその災害の状況及び当該応

急処置の内容を所定の様式により市長に報告しなければなりません。 

 

  各種報告書の様式は、様式集Ｐ－３０２、３０３のとおりです。 

【解説】 

 ① 宅地造成工事着手届は、工事に着手する前日までには土地利用調整課に提出してくだ

さい。 

 ② 宅地造成工事着手届には、実際の工事期間を記入してください。（許可通知書の工事期

間に合わせる必要はありません。） 

③ 提出の際は、宅地造成工事着手届の書類に、宅地開発許可標識の設置位置が判別でき

る図面（土地利用計画図に明示）と設置状況の写真を添付してください。 

なお、写真は、設置場所が判別できる遠景と標識の内容が判別できる近景の少なくと

も２枚以上撮影するようにしてください。 
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６－３－４ 工事施工時の配慮事項 

 

【宅地開発条例の規定】（宅地開発条例第 12条） 

  開発者は、宅地開発の工事の施工に伴う宅地開発区域からの排水、騒音、振動、粉じ

ん等により、周囲に悪影響を及ぼすことのないように努めなければなりません。（宅地開

発条例第 12条） 

 

【運用基準】 

１．工事施工中の排水については、区域外への無秩序な流出を防ぐため、沈砂池等によ

る一時貯留等を行うこととします。 

  

 ２．工事施工中の騒音・振動対策については、低騒音型の建設機械を使用し、必要に応

じて、遮音壁等の設置を行うこととします。 

 

 ３．工事施工中の粉じん対策については、適宜散水等を行い、周辺の住宅等に影響を与

えないようにするとともに、必要に応じて、仮囲い等を設置することにより、飛散防

止に努めることとします。 

 

 

６－３－５ 許可の変更等 

 

【法の規定】（法第 12条） 

  許可を受けた者は、宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、市長

の許可を受けなければなりません。 

 

 １．変更許可が必要な事項 

   次の事項を変更する場合は、変更許可を受けなければなりません。 

 

 

 

 

 ２．変更届出が必要な軽微な変更事項 

   省令で定める軽微な変更をしようとするときは、許可ではなく、届出が必要になり

ます。次のような軽微な変更をする場合は、変更届を市長に提出しなければなりませ

ん。 

 

 

 

【運用基準】 
  法に規定する変更許可が必要な行為について、本市においては、次のとおりの取扱い

とします。 

 １．変更の種別 

 

  (1) 新たな許可の取り直しが必要となる場合 

当初許可と同一性を失うような大幅な変更については、新たに許可を取り直す必

【解説】 

  災害等が発生した場合は、直ちに必要な応急措置を講じなければなりませんが、それと

同時に災害の内容等を土地利用調整課に連絡してください。 

① 造成区域の位置、区域及び規模の変更 

② 宅地造成に関する設計の変更 

① 造成主、設計者又は工事施行者の変更 

② 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更 
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要があります。この際、当初許可については廃止の手続きを行う必要があります。

大幅な変更については、次を基本とします。 

 

 

 

 

  (2) 直ちに変更許可の手続きを行う必要がある場合 

次の変更が生じた場合は、直ちに変更許可の手続きを行う必要があります。 

なお、変更に係る箇所の工事については、変更許可を受けた後に着手することに

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (3) 変更許可は必要となるが、直ちに変更許可の手続きを行う必要のない場合 

次の変更が生じた場合は、直ちに変更許可の手続きを行う必要はないものとしま

すが、その場合においても、変更に係る箇所の工事については、変更に関する書類

等を整理したうえで、本市と協議し、承認を得た後で着手しなければなりません。 

なお、これらの変更については、工事完了前までには、変更許可の手続きを行い、

変更許可を受ける必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (4) 変更許可は必要としないが、変更協議・承認が必要となる場合 

次の変更が生じた場合は、変更に係る部分について必要な図書を整理し、本市と

協議、承認を得た後で工事に着手しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 造成区域の面積が概ね 1.5 倍を超えるような場合 

② 造成区域の面積の増加に伴い新たに調整池の設置が必要となる場合 

③ 造成目的に著しい変更が生じる場合(駐車場目的が宅地分譲に変わる等) 

① 造成区域が増減する場合 

② 造成区域に変更はないが、敷地の計画高を全体的に変更する場合（ただし、変更

する高さが 50cm 未満の場合は除く。） 

③ 切土法面の勾配、形状の変更が必要となる場合 

④ 調整設置に関する河川等の管理者との協議又は公安委員会との調整に係わる部分

を変更する場合 

⑤ その他市長が認める場合 

① 造成区域の一部において敷地の計画高を変更する場合（全体的に変更するが、高

さが 50cm 未満の場合も含む。） 

② 擁壁の構造形式を変更する場合（例 間知ブロック積擁壁を大臣認定Ｌ型擁壁に

変更） 

③ 擁壁の構造寸法を変更する場合（部材の厚・幅・高さ、鉄筋径・寸法等の変更） 

④ 擁壁の設置を計画していた箇所を建物の配置計画等の理由により、土羽仕上げに

変更する場合 

⑤ 擁壁の基礎地盤について、地盤改良が必要となった場合 

⑥ 排水施設の寸法を変更する場合 

⑦ その他市長が認める場合 

① 大臣認定擁壁や排水施設等の２次製品の使用製品を変更する場合 

② ２次製品の擁壁のコーナー部分やつなぎ部分を現場打構造物に変更する場合 

③ その他内容が軽微で防災上支障がないと認められる変更の場合 

【解説】 

  大臣認定擁壁の使用製品を変更する場合においても、高さ及び上載荷重等の設計条件につ

いては、当初許可と同規格のものとしてください。 
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0 ２．変更に関する手続きフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 変更許可等の流れは、上記フローを原則としますが、変更内容の規模等によっては、適用で

きない場合もあります。 

 

 

 ３．変更時の適用基準 

変更許可における技術基準については、変更許可申請若しくは変更協議時の技術基

準を適用するものとします。 

 

 

宅地造成に関する工事の計画の変更が生じた 

変更許可が必要 当初と同一性を 
失う大幅な変更 

変更届が必要 
（軽微な変更） 

直ちに変更許可 
を要する 

直ちに変更許可 
を要さない 

隣接住民への説明 

法第１２条に基づく変更許可申請 

事前の手続きの 
やり直し 

調整池設置等に関する関係機関との協議等 

協 議 ・ 同 意 

法第８条に基づく 
許可申請 

当初宅地造成許可の 
廃止の手続き 

許可通知 

工事再開 

工事完了 

市との協議・承認 

他にも変更 
が生じる場 
合 

変更部分の工事施工 

変更許可通知 

変更協議が必要 
（許可は不要） 

変更部分の工事施工 

他には変更 
が生じない 
場合 

許 
可 
の 
取 
り 
直 
し 
へ 

宅地造成変更届の提出 

関係部署との事前協議 

協 議 ・ 同 意 
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 ４．変更に関する手続き 

 

  (1) 変更許可申請に必要となる図書 

変更許可申請を行う場合の申請図書については、当該変更許可申請書で、当初許

可申請の内容と変更許可の内容が比較できるような編集を行うこととします。 

作成にあたっては、次の事項に留意してください。 

 

     「変更許可申請書」は、様式集Ｐ－３９０のとおりです。 

 

① 変更内容の取扱い 

  変更申請書では、次の４通りの取扱いで処理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 書類関係 

書類については、比較対照できるように変更（更正）に係る項目は二段書きと

し、次のとおり記入してください。 

 

 

 

③ 図面関係 

図面については、比較対照できるように当初図面に赤書きで変更内容を重ねて

作図してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ その他の事項 

・ 造成区域面積が変更となる場合は、新たな委任状を追加してください。 

・ 造成区域が変更となる場合においては、その時点における次に掲げる権利

に関する書類を「追加」書類として添付してください。 

 

 

 

上段 赤書き 当初 

下段 黒書き 変更後 

（上）赤書き 変更後 

（下）黒書き 当初 

・更正  当初書類、図面に赤書きで変更内容を記載する 

・存置  当初と変更がないもの 

・追加  新たに追加するもの 

・廃止  廃止するもの 

【解説】 

① 書類と図面は、赤書き又は黒書きの区別が逆になるので注意してください。 

② 図面については、当初図面を「廃止」し、新たに変更後の図面を「追加」とする場合

においても、当初と変更後が 1 枚の図面で判別できるように、造成計画平面図を用いて

「新旧対照図」を必ず作成するようにしてください。 

なお、縦横断図については、「廃止」、「追加」とはせず、当初と変更後が 1枚の図面で

判別できるように「更正」としてください。 

 

【解説】 

 ① 書類及び図面の全てに「更正」「存置」「追加」「廃止」のいずれかを明記してください。 

 ② 当初書類や図面に赤書きで変更内容を記載する場合、書類や図面が煩雑になり、判別

しにくくなる場合は、当初書類等を「廃止」し、新たな書類等を「追加」する方法があ

ります。 

③ 書類等を「追加」する場合は、必ず「廃止」する書類等も変更許可申請書に添付して

ください。 

ア 土地の公図の写し 

イ 土地の登記事項証明書 

ウ 宅地造成区域内権利者一覧表 

エ 宅地造成区域施行同意書（印鑑証明） 
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・ 擁壁の構造寸法が変更になる場合は、新たな構造計算書を「追加」書類と

して添付してください。 

 

 

 

 

 

  (2) 変更協議・承認に必要となる図書 

変更協議に必要となる図書については、原則として変更に係る部分の書類や図面

のみでよいものとしますが、詳細については、それぞれの案件ごとに土地利用調整

課と協議してください。 

なお、原則として｢宅地造成工事変更協議申出書｣に次の図書等を添付してくださ

い。 

 

 

 

「宅地造成工事変更協議申出書」は、様式集Ｐ－３９３のとおりです。 

 

  (3) 軽微な変更の届出に必要となる図書 

法で規定する｢軽微な変更｣を行うにあたっては、変更事項に応じて、｢宅地造成

工事に関する変更届出書｣に原則として、次の図書等を添付して届け出てください。 

 

① 造成主が変更になる場合 

 

 

 

 

 

 

② 設計者が変更になる場合 

 

 

 

 

 

③ 工事施行者が変更になる場合 

 

 

 

「宅地造成工事に関する変更届出書」は、様式集Ｐ－３９１のとおりです。 

 

 ５．変更許可申請における作成図書の緩和措置 

   変更許可申請においては、当初許可申請図書（書類・図面等）を基に、存置、更正、

廃止、追加の処理を行い、当初許可申請図書と同様の変更許可申請図書を作成するこ

ととなりますが、次の場合の変更許可申請においては、変更に関係する書類や図面の

抜粋版でいいものとします。 

  (1) 変更許可は必要となるが、直ちに行う必要がない変更の場合（土調運用第 19-5

号） 

【解説】 

防災調整池設置及び交差点設置等に関する変更協議図書の作成については、土地利用調

整課と協議して作成してください。 

・変更理由及び変更箇所一覧表（様式は任意） 

・造成計画平面図に変更箇所を赤書きで明示した図面 

・変更前及び変更後の設計者双方の記名による設計一切を引き継ぐ旨の合意

書(様式は任意) 

・設計者本人が委任を受けている場合は、委任状 

・設計内容に資格を要する必要がある場合は、設計者の資格に関する申告書 

・変更の原因、経過についての説明書(様式は任意) 

・変更前及び変更後の造成主双方の記名による合意書(様式は任意) 

・土地の所有者が変更になる場合は、その土地の登記事項証明書 

・区域内権利者一覧表(６－２－４ 許可申請図書を参照) 

・施行同意書(６－２－４ 許可申請図書を参照) 

・変更前及び変更後の工事施行者双方の記名による工事一切を引き継ぐ旨の

合意書(様式は任意) 
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    次の図書を必要図書とします。 

 

① 変更許可申請書 

② 変更理由書 

・変更する内容及び変更する理由を詳細に明記する。 

③ 図書の変更状況の分かる一覧表 

・「変更状況一覧表」を参考に作成する。 

④ 変更に関する部分の書類 

      ・変更に該当する書類について添付する。 

・当初許可申請の書類を基に作成する場合は「更正」とし、上段に赤書き

で当初を明記する。 

・新たな書類とする場合は、当初書類を「廃止」、新たな書類を「追加」と

し、両方の書類を添付する。 

⑤ 新旧対照図（追加図面） 

・造成計画平面図を基に新旧が分かる図面を作成する。 

⑥ 造成計画断面図（縦横断図等）（更正図面） 

・当初図面に変更後を追記し、新旧が分かる図面とする。 

⑦ 土地利用計画図（存置図面若しくは追加図面） 

・土地利用計画に変更がない場合でも添付すること。 

⑧ 造成計画平面図（追加図面） 

・変更後の造成計画平面図を新たに作成し添付する。（新旧対照ではない） 

⑨ 変更に関する部分の図面（更正図面若しくは廃止＋追加図面） 

・変更に該当する図面について添付する。 

・新旧を同一図面で表示する場合は更正、当初図面を廃止、新たな図面を作

成した場合は、廃止図面と追加図面を添付すること。 

 

 ６．変更許可申請における手数料について 

   変更許可申請受付時には、変更内容に応じて手数料の納入が必要となります。 

   手数料の金額等については、事前に土地利用調整課にご確認ください。 

 

  ※ 手数料については、第３章「その他」第３節「手数料」（Ｐ２６７）に掲載しています。 

 

 

６－３－６ 工事の廃止 

 

【市規則の規定】（市規則第 7条） 

  許可を受けた工事を廃止したときは、直ちに「宅地造成工事廃止届」を市長に提出し

なければなりません。 

 

「宅地造成工事廃止届」は、様式集Ｐ－３７６のとおりです。 

 

【運用基準】 
  ① 規則では、「廃止したときは、直ちに届出を提出する」となっていますが、既に工

事に着手しており、敷地の切土、盛土等を行っている場合は、そのままの状態で工

事を廃止することはできません。工事の廃止をする場合は、事前に土地利用調整課

と必要な防災措置について協議し、了解を得たうえで、必要な手続きを行ってくだ

さい。 

② 必要な防災工事が終了しない段階で、廃止届出を受理することはできません。 

③ 防災措置については、次の６－３－７に示すとおり、宅地開発条例で規定してお
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り、これを行わない場合は、罰則規定があります。 

④ 提出書類については、次に示すとおりです。 

 

 

【提出書類】 

順番 様式根拠 特記事項
様式集
ページ

１
市規則第7条
様式第6

廃止理由を詳細に記載する。 376

２
許可通知書の原本は返還する。なお、変更許可を受けている場合
は、その原本も返還する。

３ 廃止時の状況と危険箇所の抽出及び防災措置の内容を示す。

４
造成主、工事施行者、設計者、委任を受けた者の緊急時連絡先を
明記する。

ア 現況平面図
廃止時の現場状況が判別できる平面図
一部工事を施行した箇所はその部分を明記する。

イ 現況断面図
廃止時の現場状況が判別できる縦横断図等
一部工事を施行した箇所はその部分を明記する。

ウ 防災措置平面図 防災措置を行った箇所を明記する。

エ 防災措置詳細図
施した防災措置の内容を示した詳細図
構造寸法等を明記する。

ア
着工前、廃止時の全景
写真

着工前の状況と廃止時の状況が比較できるように並べて添付す
る。

イ 施行箇所の施工写真 既に施行した箇所の施工状況写真

ウ 防災措置の施工写真 防災措置を行った箇所の施工状況写真

　宅地造成工事廃止届

提出部数 　正本１部

宅地造成に関する工事の許
可通知書(原本)

書類名

宅地造成工事廃止届

図書名

写真関係

５

６

緊急時連絡体制表

図面関係

防災措置に関する書類

順番 様式根拠 特記事項
様式集
ページ

１
市規則第7条
様式第6

廃止理由を詳細に記載する。 381

２
許可通知書の原本は返還する。なお、変更許可を受けて
いる場合は、その原本も返還する。

３
廃止時の状況と危険箇所の抽出及び防災措置の内容を示
す。

４
造成主、工事施行者、設計者、委任を受けた者の緊急時
連絡先を明記する。

ア 現況平面図
廃止時の現場状況が判別できる平面図
一部工事を施行した箇所はその部分を明記する。

イ 現況断面図
廃止時の現場状況が判別できる縦横断図等
一部工事を施行した箇所はその部分を明記する。

ウ 防災措置平面図 防災措置を行った箇所を明記する。

エ 防災措置詳細図
施した防災措置の内容を示した詳細図
構造寸法等を明記する。

ア
着工前、廃止時の全
景写真

着工前の状況と廃止時の状況が比較できるように並べて
添付する。

イ 施行箇所の施工写真 既に施行した箇所の施工状況写真

ウ 防災措置の施工写真 防災措置を行った箇所の施工状況写真

写真関係

５

６

緊急時連絡体制表

図面関係

防災措置に関する書類

　宅地造成工事廃止届

提出部数 　正本１部

宅地造成に関する工事の
許可通知書(原本)

書類名

宅地造成工事廃止届

図書名

 
 

６－３－７ 防災措置の実施 

 

【宅地開発条例の規定】（宅地開発条例第 13条） 

  開発者は、宅地開発を廃止又は休止しようとするときは、既に施工された宅地開発の

工事によって災害が発生し、宅地開発区域及びその周辺の住民に対し、被害を及ぼすこ

とのないよう、必要な防災措置を講じなければなりません。（宅地開発条例第 13 条第 1

項） 

また、開発者は、前述の防災措置を講じたときは、速やかに当該措置の内容を所定の

様式により市長に報告しなければなりません。（同第 2 項） 

 

  報告書の様式は、様式集Ｐ－３０３のとおりです。 

 

【運用基準】 
  ① 宅地開発を廃止又は休止する場合は、事前に土地利用調整課に相談してください。 

  ② 廃止する場合は、本市規則に基づき、廃止届も必要となります。 
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６－３－８ 工事の検査済証交付前の建築工事着工 

 

【運用基準】 
  本市では、次の場合に限り、検査済証交付前の建築工事着工を認めております。 

 

 

 

 

 

 

  検査済証交付前に建築等を行うときは、｢宅地造成に関する工事の検査済証交付前の建

築工事着工承認申請書｣に次に示す図書を添付して市長に提出しなければなりません。 

 

   「検査済証交付前の建築工事着工承認申請書」は、様式集Ｐ－３９２のとおりです。 

 

【提出書類】 

順番 様式根拠 特記事項
様式集
ページ

1 建築する理由はできるだけ詳細に明記する。 392

2
建築工事に着手しないと、造成工事に著しい手戻りが生
ずる部分の説明書

3

4
造成工事と建築工事の工程上の関係が判別できるように
作成する。

ア 付近見取図 敷地の位置、敷地の周辺の公共施設等を明示する。

イ 敷地現況図
敷地の境界、当該建築物等の位置、崖及び擁壁の位置を
明示する。

ウ 建築物等の平面図 建築確認申請の図面と同一のものとする。

エ 建築物等の立面図 建築確認申請の図面と同一のものとする。

オ
手戻りが生ずるこ
とを証する図面

生ずることとなる手戻りの内容が判別できるような平面
図、断面図とする。

ア 現況写真
承認申請時段階の現場状況の写真
建築する部分を赤線で明示する。

工事の手戻りに関する
説明書

建築確認済証の写し

工事実施工程表

5

図面関係

6

写真関係

書類名 宅地造成に関する工事の検査済証交付前の建築工事着工承認申請書

提出部数 　正本１部

書類名

申請書

 
 

 

 

 

 

 

① 宅地造成に関する工事の完了前に建築工事に着手しないと、工事に著しい手戻りが

生じる場合 

② 宅地造成に関する工事と建築工事が一体的である場合（宅地造成に関する工事と建

築等の工事が重複し、建築工事に着手しないと、宅地造成に関する工事が完了しない

と確認された場合） 
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６－３－９ 擁壁等の工程検査 

 

【市規則による手続き】（市規則第 13条） 

  許可工事を行う工事施行者は、次のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに市

長に報告し、その検査を受けなければなりません。 

  ① 鉄筋コンクリート造擁壁については、基礎配筋工事及び壁体配筋工事がそれぞれ

完了したとき。 

② その他市長が必要と認めるとき。 

 

 

６－３－10 工事の一部完了検査の申請 

 

【市規則の規定】（市規則第 8条第 1項、第 2項） 

  市長は、許可工事の一部が完了した場合において、当該宅地が独立して使用に供しう

るものであり、かつ、宅地の分割が災害の防止上支障がないと認められるときは、造成

主の申出により、当該工事について一部完了の検査を行うことができます。(第 1項) 

  造成主は、一部完了の検査の申出を行おうとするときは、「宅地造成工事一部完了検査

申請書」に、完了部分を明示した図面及び市規則第 10 条に掲げる図書を添えて市長に提

出しなければなりません。(第 2項) 

  一部完了検査の結果、法第 9 条第 1 項の規定に適合していると認められるときは、宅

地造成工事一部完了検査済証を交付するものとします。 

 

「宅地造成工事一部完了検査申請書」は、様式集Ｐ－３７７のとおりです。 

 

【市規則に規定する図書】（市規則第 10条） 

  ① 土地利用計画図（縮尺 500分の 1 以上のもの） 

② 工事の施工状況を確認することができる写真 

③ その他市長が必要と認める図書 

 

【運用基準】 
 １．「宅地が独立して使用に供しうる」とは、区域外から工事中の現場を通行することな

く、当該宅地のある街区まで通行（舗装済の道路を使って）でき、また、水道や下水

道のほか、電気、ガス等も整備されており、生活に支障がない場合を基本とします。 

 ２．「宅地の分割が災害の防止上支障がない」とは、分割した区域間が隣接してはいるが、

両区域間を公共施設（道路等）で明確に区分することが可能であり、かつ、仮に現在

施行中の現場から土砂流出等が発生した場合においても、完了した区域に対して影響

が生じない場合を基本とします。 

 

 

６－３－11 工事の完了検査の申請 

 

【法の規定】（省令第 27条、市規則第 10条） 

  工事完了の検査を受けようとする者は、「宅地造成に関する工事の完了検査申請書」を

市長に届け出なければなりません。また、工事完了の検査の申請を行うときは、申請書

に、下記に掲げる図書を添付しなければなりません。(市規則第 10 条) 

 

「宅地造成に関する工事の完了検査申請書」は、様式集Ｐ－３６９のとおりです。 
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【市規則に規定する図書】（市規則第 10条） 

  ① 土地利用計画図（縮尺 500分の 1 以上のもの） 

② 工事の施工状況を確認することができる写真 

③ その他市長が必要と認める図書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

６－３－12 工事完了の検査 

 

【法の規定】（法第 13条第 1項） 

  許可を受けた者は、工事が完了したときは、その工事が法第 9 条第 1 項の規定に適合

しているかどうかについて、市長の検査を受けなければなりません。 

 

 

 

 

 

６－３－13 検査済証の交付 

 

【法の規定】（法第 13条第 2項） 

  市長は、検査の結果、工事が法第 9 条第 1 項の規定に適合していると認めた場合は、

検査済証を造成主に交付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６－３－14 進行管理 

 

 １．工事の進捗状況及び続行の意思確認 

【宅地開発条例の規定】（条例第 14条第 1項） 

    市長は、宅地開発の工事の完了の予定期日が経過してもなお工事が完了していな

い宅地開発については、必要があると認めるときは、当該宅地開発に係る開発者、

設計者、工事施行者その他の関係者から、当該宅地開発の工事の進捗状況及び続行

の意思の有無その他必要な事項の報告を求めることができます。 

 

 

 「工事写真の撮影、整理」については、｢第１章 第７節 開発許可の手続きの７

－４－11 工事完了の届出｣を参照してください。 

 「工事完了検査」については、｢第１章 第７節 開発許可の手続きの７－４－12 

完了検査｣に基づき実施します。 

【解説】 
  検査済証は、直接、造成主又は受任者にお渡しします。 

  市土地利用調整課から連絡があった場合は、検査済証の受領時に受領者の記名が必要と

なります。 

 建築工事の着工は、検査済証の交付があってからとなります。 

 「その他市長が必要と認める図書」として工事完了時における土地の地番に関する

報告書を提出してもらうこととなります。 

必要となる図書については、｢第１章 第７節 開発許可の手続きの７－４－11 

工事完了の届出｣を参照してください。 
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  【運用基準】 

   １．「その他の関係者」とは、宅地開発区域の土地所有者及び開発者等の代理人とし

ます。 

   ２．「その他必要な事項」とは、事業の資金計画及び工事完成の能力とします。 

 

 ２．宅地開発許可の取消し 

  【宅地開発条例の規定】（条例第 14条第 2項） 

    市長は、宅地開発許可を受けた日から 10年を経過してもなお工事が完了していな

い宅地開発で、開発者に当該宅地開発の工事を完了させる意思又は能力がないと認

められるものについては、当該宅地開発許可を取り消すことができます。 

 

 

 

 
  ※ 第１章「開発行為の手引き」 第７節「開発許可の手続き」の７－４－17「進行管理」

概要図を掲載しているので、参考にしてください。 

 

 

６－３－15 二次造成の禁止 

 

  宅地開発の完了後に、既存の擁壁の増積み、コンクリート版の突き出し、崖面下部の

掘削等による宅盤の拡幅等の二次造成を行うことは、認められません。 

  造成主は、二次造成の禁止について周知に努めるものとし、宅地造成した土地の売買

にあたっては、二次造成の禁止事項を記載した文書を交付するなど、十分な説明を行う

ようにしてください。 

 

  ※ 第１章「開発行為の手引き」 第７節「開発許可の手続き」の７－５－２「二次開発の

禁止」に二次造成に関する図面を掲載しているので、参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

  条例施行日以前に既に宅地開発許可を受けている場合の「宅地開発許可を受けた日」は、

「平成 19年 10月 1日」とします。 


